
お作りする書類（例）

【東京財務事務所の多重債務相談窓口とは】

【特徴】

◇ 相談の際には、相談者の方のお困りの状況やこれまでの経緯を丁寧にお聞きし
問題点を整理した上で、債務整理などの法制度情報の案内や、法テラスや弁護士
会が行っている無料法律相談など 専門家の相談機関 の紹介などを行っています。

◇ ご本人からだけではなく、ご家族からの相談も承っております。
◇ 面談の相談では、相談者の方から伺った事情を書類にしてまとめてお渡ししてい
ます。
この書類を法テラスや弁護士会が行っている

無料法律相談に行かれた際に、弁護士にお渡
しすることで、30分しかない 法律相談の時間を
最大限に活用していただくことができます。

【東京財務事務所多重債務相談窓口の連絡先】

財務省関東財務局 東京財務事務所 理財第4課 多重債務相談窓口
住所：〒113-8553 東京都文京区湯島4丁目6番15号

（東京メトロ千代田線湯島駅から徒歩５分。湯島天神の近くです。）
電話番号：03-5842-7475

名刺型チラシ（表面） 名刺型チラシ（裏面）

「借金」で苦しんでいる方がいらっしゃいましたら、
東京財務事務所の多重債務相談窓口をご紹介ください。

財務省関東財務局東京財務事務所
多重債務相談窓口のご案内

借金のことで悩んでいる人向けの、国の相談窓口です。
相談員が無料で対応しています。
相談は電話（※）と面談があり、どちらもじっくり時間をかけて対応いたします。

※ 電話代がご心配な方には、こちらから折り返しの連絡をいたします。

◇ A4版チラシ、名刺型チラシの2種類ございます。
名刺型チラシはかさばりませんので、皆様が持ち運びするのに便利ではないかと
思います。
A4版チラシ、名刺型チラシともお電話いただければ、すぐにお送りいたします。

【多重債務相談窓口のチラシについて】

【資料７－２】


